
（計量証明事業者の登録の取消等の処分基準） 

 

計量法 

（計量証明の事業の登録） 

第百七条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で

定める事業の区分（次条において単に「事業の区分」という。）に従い、その事業所ごとに、

その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは

地方公共団体又は独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定す

る独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で

定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業

務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明

の事業を行う場合は、この限りでない。 

一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、

質量、面積、体積又は熱量の計量証明（船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨

物の質量又は体積の計量証明を除く。）の事業 

二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業（前

号に掲げるものを除く。） 

（登録の申請） 

第百八条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の

所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 事業の区分 

三 事業所の所在地 

四 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で

定めるものの名称、性能及び数 

五 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名（イに掲げるものに

あっては、氏名及びその登録番号）及びその職務の内容 

イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士 

ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者 

（計量証明検査） 

第百十六条 計量証明事業者は、第百七条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で

定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器

（第十六条第一項の政令で定めるものを除く。）であって政令で定めるものについて、その

登録をした都道府県知事が行う検査（以下「計量証明検査」という。）を受けなければなら

ない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。 

一 検定証印等であって、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定によりこれらに



表示された年月の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過しない

ものが付されている特定計量器 

二 第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において

使用する特定計量器（前号に掲げるものを除く。） 

２ 第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者は、前項各号列記以外の部分の政

令で定める期間に一回、第百二十八条第一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所

において使用する同項の政令で定める特定計量器が、第百十八条第一項各号に適合するか

どうかを同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により検査させなければなら

ない。 

（準用） 

第百十四条 第九十二条第一項の規定は第百七条の登録に、第六十一条、第六十二条及び

第六十五条の規定は計量証明事業者に準用する。この場合において、第九十二条第一項第

一号及び第二号中「二年」とあるのは「一年」と、同号中「第九十九条」とあるのは「第

百十三条」と、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百十四条において準用する第

九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第百八条第一

号又は第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。 

 


